
　　・第一本庁舎　１２個
　　・第二本庁舎　　７個
　　・議会棟　　　１１個

都庁舎内への消毒液の設置について

令 和 2 年 1 月 28 日

総 務 局

○　消毒液の設置
　　新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告されていることを
　踏まえ、都庁舎において展望室入口、来庁者受付台等に消毒液
　を設置した。


